
 

○小山町物品管理規則 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、町の物品の取得、管理及び

処分（以下「管理」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 各課 小山町事務分掌規則（平成１７年小山町規則第６号）第２条に定める課、

小山町教育委員会事務局組織規則（平成１７年小山町教育委員会規則第１号）第２条

に定める課、小山町役場支所設置条例（昭和３１年小山町条例第１２号）第２条に定

める支所及び小山町議会事務局設置条例（平成元年小山町条例第３号）第１条に定め

る事務局をいう。 

（２） かい 財務に関する事務を処理するために、町長が指定し告示した学校等をい

う。 

（３） 各課等 前２号の各課及びかいをいう。 

（４） 物品 町の所有に属する動産で次に掲げるもの以外のもの及び町が使用のため

に保管する動産をいう。 

ア 現金（現金に代えて納付される証券を含む。） 

イ 公有財産に属するもの 



 

ウ 基金に属するもの 

（物品の分類） 

第３条 物品の分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 備品 性質又は形状を変えることなく、原形のまま比較的長期間にわたって反

復使用に耐える物で、かつ、１個又は１組につき取得価額又は評価額が１万円以上の

ものをいう。ただし、町長が必要と認めるものは備品とし、又は備品としないことが

できる。 

（２） 原材料 工事、生産等の材料品その他事業用に消費される物をいう。 

（３） 消耗品 前２号に掲げるもの以外の物をいう。 

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とする。ただ

し、町長が必要と認めるものは、この限りでない。 

（１） 記念品、ほう賞品その他これらに属する物 

（２） 小動物 

（３） 前２号に掲げる物のほか、使用目的が特殊なため、町長が備品として取り扱う

ことを不適当と認めるもの 

第２章 管理組織 

（物品出納主任者等） 

第４条 会計事務主管課に物品出納主任者を、各課等に物品取扱主任者を置く。 

２ 前項の物品出納主任者は、会計収納課長を充て、物品取扱主任者は、各課等の職員の

中から各課等の長（以下「課長等」という。）が指定する。 

３ 物品出納主任者及び物品取扱主任者は、会計管理者の指導監督を受け、物品の出納、

保管及び処分の責任を負うものとする。 

（代理） 

第５条 物品出納主任者に事故があるとき又は欠けたときは、会計事務主管課に勤務する

上席の職員のうち会計管理者が指定するものがその事務を代理する。 

（事務引継ぎ） 

第６条 物品出納主任者に異動があったときは、前任者は、異動の日から５日以内にその

事務を後任者又は会計管理者が指定する職員に引き継がなければならない。ただし、前

任者が死亡その他の理由により事務引継ぎができないときは、この限りでない。 



 

第３章 帳簿 

（帳簿等の整理） 

第７条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、必要事項を記録しなければならない。 

（１） 備品台帳（様式第１号） 

（２） 備品出納簿（様式第２号） 

（３） 共通物品受入調書綴 

（４） 共通物品請求書綴 

（５） 共通物品受払簿（様式第３号） 

２ 物品取扱主任者は、その保管に属する物品の出納について、次に掲げる帳簿類を備え

なければならない。 

（１） 共通物品請求書綴 

（２） 静岡県収入証紙日別売捌き表（様式第４号） 

（３） 郵便はがき・切手受払簿（様式第５号） 

（４） 販売図画受払簿（様式第６号） 

３ 前２項に規定するもののほか、必要な帳簿類を備えることができるものとする。 

４ 図書館用図書（学校用に附属する図書館又は図書室に備える図書を含む。）にあって

は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に基づき作成する図書台帳又はこれらに準

じて作成する図書台帳をもって備品台帳に代えることができる。なお、図書台帳は、各

課等で備えるものとする。 

５ 第１項及び第２項に規定する帳簿によることが困難な場合若しくは特に支障がある場

合又は電子計算機（コンピュータ及び周辺機器並びに磁気記録媒体等をいう。）を使用

して事務処理する場合については、会計管理者の承認を得て、別の帳簿に代えることが

できる。 

（帳簿類の記録の省略） 

第８条 次に掲げる物品については、前条に規定する帳簿類の記録を省略することができ

る。ただし、会計管理者が指定する物品については、この限りでない。 

（１） 納入後直ちに贈与又は消費する物品 

（２） 儀式、会合のため、一時に消費する物品 

（３） 新聞、雑誌その他これに類する物品 

（４） その他前３号に準ずる物品 



 

（備品台帳の作成方法） 

第９条 備品台帳は１品又は１組ごとに作成しなければならない。ただし、１品又は１組

ごとの整理が困難なものについては、種類、品質、規格、購入時期その他必要な区分ご

とに作成することができる。 

２ 備品台帳に記録する価額は、当該備品の取得価額とする。ただし、取得価額がないも

の又は取得価額が明らかでないものは、物品取扱主任者が推定した価格（以下「推定価

格」という。）とする。 

３ 備品は、別表に定める分類ごとに分類する。 

第４章 管理 

（保管等の原則） 

第１０条 物品は、良好な状態で常に使用又は処分することができるように保管しなけれ

ばならない。 

２ 物品は、その使用目的に従い事務又は事業の予定を勘案し、必要な数量に限って供用

する等、合理的かつ効率的に管理しなければならない。 

（共通物品の調達） 

第１１条 各課等に共通して必要な物品又は規格、品質等を統一する必要があると認めら

れる物品（以下「共通物品」という。）の調達は、総務担当課長がこれを行い、会計管

理者に引き渡すものとする。 

２ 前項の共通物品の品名、規格等については、総務課長が別に定める。 

（物品の請求及び交付） 

第１２条 職員は、所要物品の交付を受けようとするときは、物品取扱主任者に請求しな

ければならない。 

２ 物品取扱主任者は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査の上、保管物

品があるときは直ちに交付し、保管物品がないときは次に掲げる受入れ手続を行ってこ

れを交付しなければならない。 

（１） 備品（図書館用図書を除く。次項において同じ。）については、支出負担行為

伺書により決裁を受け、会計管理者に合議して購入するものとする。 

（２） 共通物品については、共通物品請求書（様式第７号）により会計管理者に請求

するものとする。 

（３） 前２号以外の物品については、支出負担行為伺書により決裁を受け購入するも



 

のとする。 

３ 前項第１号の規定により購入した備品については、備品台帳登録票（様式第８号）を

作成し、会計管理者に支出調書とともに提出するものとする。 

（寄附） 

第１３条 各課の長は、寄附による物品を受納しようとするときは、物品寄附申込書（様

式第９号）により町長の決裁を受け、物品寄附受納調書（様式第１０号）を会計管理者

に送付するものとする。 

２ 町長は、前項の物品寄附の受納を決定したときは、各課の長を経て物品寄附受納決定

通知書（様式第１１号）を当該寄附者に交付するものとする。 

（物品の検収） 

第１４条 物品の納入があったときは、各課の長は物品検収調書（様式第１２号）により

検収し、会計管理者に通知しなければならない。ただし、取得価額が５０万円未満の物

品は、各課等の担当者が当該物品の支出調書等の検収者印欄に押印することによって物

品検収調書の作成に代えることができる。 

（整理保管） 

第１５条 物品の受入れをしたときは、第３条に規定する分類により整理保管しなければ

ならない。この場合において、会計管理者は、備品について備品台帳を備え整理するも

のとする。 

２ 会計管理者は、共通物品の引渡しを受けたときは、共通物品受入調書（様式第１３号）

により受け入れをし、品目別に整理しなければならない。 

（支給材料） 

第１６条 工事又は製造の請負に対して、原材料を支給する必要があるときは、物品取扱

主任者が材料支給調書（様式第１４号）を作成するものとする。 

２ 請負者等に支給した原材料等で不用になったものがあるときは、物品取扱主任者が支

給材料返納調書（様式第１５号）を作成し、直ちに返納しなければならない。 

（生産品） 

第１７条 物品を生産し、又は製造したときは、物品取扱主任者が直ちに生産品の規格、

数量等を記載した報告書により当該生産品を町長に報告しなければならない。ただし、

生産又は製造後直ちに処分する物品については、この限りでない。 

（編入） 



 

第１８条 物品取扱主任者は、公有財産を物品に編入しようとするとき又は物品を公有財

産に編入しようとするときは、物品・公有財産編入替調書（様式第１６号）を作成し、

町長の決裁を受け、会計管理者に合議するものとする。 

２ 物品取扱主任者は、前項の決裁があったときは、直ちに物品・公有財産編入替調書を

会計管理者に送付しなければならない。 

３ 会計管理者は、前項の物品・公有財産編入替調書の送付を受けたときは、その内容を

審査し、関係帳簿を整理した後、各課等の物品取扱主任者に通知して編入の手続をさせ

なければならない。 

（交換） 

第１９条 物品取扱主任者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（昭和３９年

小山町条例第４５号）第５条の規定により物品を交換しようとするときは、物品交換調

書（様式第１７号）を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に合議するものとする。 

２ 物品取扱主任者は、前項の決裁があったときは、直ちに物品交換調書を会計管理者に

送付しなければならない。 

３ 会計管理者は、前項の物品交換調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、関係

帳簿を整理した後、各課等の物品取扱主任者に通知して交換の手続をさせなければなら

ない。 

（物品の保管替え） 

第２０条 課長等は、物品の運用上必要があると認めたときは、課長等間において協議し、

当該物品の保管替えをすることができるものとする。 

２ 前項の規定により物品の保管替えをしようとするときは、払出しする各課等の物品取

扱主任者は物品保管替調書（様式第１８号）を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者

に送付しなければならない。ただし、消耗品については、この限りでない。 

３ 会計管理者は、前項の規定による物品保管替調書の送付を受けたときは、その内容を

審査し、関係帳簿を整理した後、各課等の物品取扱主任者に通知して受払いの手続をさ

せなければならない。 

（譲与及び譲渡） 

第２１条 物品取扱主任者は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第６条の規定

により物品の譲与又は減額譲渡をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面

により、町長の決裁を受け、会計管理者に合議するものとする。 



 

（１） 譲与又は減額譲渡物品の品名、規格及び数量 

（２） 相手方の氏名及び住所 

（３） 譲与又は減額譲渡の理由 

（４） 当該物品の評価額 

（５） 減額譲渡をしようとするときは、その理由及び減額の額 

（６） 譲与又は減額譲渡の条件を付したときは、その条件 

（７） その他必要な事項 

２ 前項の書面には次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 契約書案 

（２） 相手方の申し込みによる場合は、その申込書の写し 

（貸付け） 

第２２条 物品は、貸付けを目的とするもの又は公用若しくは公共用又は公益事業の用に

供するため特に町長が必要と認めた場合で、事務又は事業に支障がないと認められるも

のでなければ貸し付けることができない。 

２ 物品出納主任者又は物品取扱主任者は、物品の貸付けをしようとするときは、次に掲

げる事項を記載した書面により、町長の決裁を受け、会計管理者に合議するものとする。 

（１） 当該物品に関する台帳登載事項 

（２） 相手方の氏名及び住所 

（３） 貸付けの理由 

（４） 貸付けの期間 

（５） 有償の場合は、貸付料の算出の基礎 

（６） 無償貸付け、又は減額貸付けの場合は、その理由及び減免額 

（７） 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画 

（８） 貸付け条件を付したときは、その条件 

（９） その他必要な事項 

３ 前項の書面には次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 契約書案又協定書案 

（２） 相手方の申し込みによる場合は、その申込書の写し 

４ 物品の貸付期間は、１年を超えることができない。ただし、必要がある場合は、これ

を更新することができる。 



 

５ 前項の規定にかかわらず、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者に貸し付ける場合の物品の貸付期間は、指定管理者の指定期

間を超えることができない。 

（一時貸与） 

第２３条 一時貸与（貸与期間が１週間以内で物品を貸し付ける場合をいう。）を受けよ

うとする者は、前条第２項及び第３項に規定する手続にかかわらず、小山町物品借用願

（様式第１９号）によることができるものとする。 

（亡失及び損傷） 

第２４条 物品出納主任者、物品取扱主任者又は物品を使用している職員は、その保管に

係る物品又は使用に供した物品を亡失又は損傷したときは、速やかに物品亡失（損傷）

報告書（様式第２０号）により町長及び会計管理者に報告しなければならない。ただし、

使用に供した消耗品は、この限りでない。 

（過不足整理） 

第２５条 物品出納主任者又は物品取扱主任者は、物品の性質上、輸送、加工又は保管中

に減耗又は量り増しを生ずることが避けられないものについて、その数量に過不足を生

じたときは、規格、数量、理由等を記載した報告書により町長及び会計管理者に報告し

なければならない。 

（分類換え） 

第２６条 物品取扱主任者は、物品の分類換えをしようとするときは、物品分類換調書（様

式第２１号）を作成し、町長の決裁を受け、会計管理者に合議し、その決定をするもの

とする。 

（不用の決定） 

第２７条 物品取扱主任者は、不用となった物品又は使用不能となった物品があるときは、

不用品決定処分調書兼不用品売却・処分調書（様式第２２号）により町長の決裁を受け、

不用の決定をし、会計管理者へ通知するものとする。 

（処分の方法） 

第２８条 前条の規定により不用の決定をした物品は、売却するものとする。ただし、売

却することが不利益又は不適当であると認められる物品及び売却することができない物

品は、廃棄するものとする。 

２ 前項の処分の方法は、前条の規定により不用の決定をするとき明らかにしておかなけ



 

ればならない。 

（生産品の売却） 

第２９条 生産品は、売却するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

（１） 品質の試験、研究、調査等に使用する場合 

（２） 見本品として使用する場合 

（３） 種子、肥料及び飼料として使用する場合 

（４） 動物として飼育する場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、物品出納主任者又は物品取扱主任者が必要と認め

るもの 

（関係職員の譲受けを制限しない物品） 

第３０条 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１７０

条の２第２号に規定する関係職員の譲受けを制限しない物品で、町長が指定するものは

次に掲げるものとする。 

（１） 試作品等で商品価値の少ない物品 

（２） 販売価額を決定し、公表した物品 

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長の承認を得たもの 

（保管の方法） 

第３１条 会計管理者又は物品取扱主任者は、その保管に係る物品を一定の場所に置き、

分類、品目及び品名ごとに区分し、整理しなければならない。 

２ 貴金属、郵券類、危険物、骨とう品その他これらに類する物品は、金庫又は堅ろうな

容器に格納する等厳重に保管しなければならない。 

（保管の委託） 

第３２条 会計管理者又は物品取扱主任者は、物品を町の施設において保管することが物

品の使用又は処分の上から不適当であると認められる場合その他特別な理由がある場合

には、町以外の者に委託して保管することができる。 

（備品の表示） 

第３３条 物品取扱主任者は、備品に備品貼付票（様式第２３号）を貼付しなければなら

ない。ただし、性質、形状により備品貼付票を貼付することが適さないものについては、

この限りでない。 



 

第５章 占有動産の管理 

（占有動産の管理） 

第３４条 令第１７０条の５第１項に規定する占有動産の管理については、別に定めがあ

るもののほか、この規則の例による。 

第６章 雑則 

（重要な物品） 

第３５条 令第１６６条第２項の財産に関する調書に記載する物品は、購入したものにあ

っては取得価額が、その他のものにあっては推定価格が３０万円以上のものとする。 

（物品取扱主任者の行う請求、報告等） 

第３６条 物品取扱主任者が行う請求、報告等については、課長等の承認を得なければな

らない。 

（数量、金額等の訂正） 

第３７条 この規則の規定により作成する帳簿及び帳票その他の書類の数量、金額その他

の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いて抹消し、その上部に

正書し、作成者の印を訂正箇所に押すものとする。 

（学校等の特例） 

第３８条 小山町教育委員会におけるこども園、小学校及び中学校の物品の管理について、

特別の事情により、この規則の規定によることが困難なものは、別に定めるところによ

り管理できるものとする。 

（補則） 

第３９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）附則

第３条第１項の規定により収入役が在職する場合、当該者の在職の間においては、「会

計管理者」とあるのは「収入役」とし、なおその効力を有する。 

３ この規則施行前の際廃止前の小山町役場財務規則（平成９年小山町規則第２２号）の

規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみ



 

なす。 

４ この規則施行の際廃止前の小山町役場財務規則の規定により作成した用紙がある場合

は、なお、当分の間調整して使用することができる。 

附 則（平成２５年３月４日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年２月４日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１１月１３日規則第１４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１０月２日規則第１２号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年２月１０日規則第２号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月９日規則第３７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年１２月２８日規則第４４号） 

この規則は、令和６年１月１日から施行する。 

別表（第９条関係） 

１ 品名による分類 

大分類 中分類 小分類 品名 

１００ 小山

町備品 

１ 庁用器具 １ 机類 片そで机、両そで机、テーブル、平机、

座机、わき机、児童用机 

２ 台類 カウンター、台等 

３ 椅子類 折りたたみ椅子、回転椅子、丸椅子、長

いす、肘掛け椅子、児童用椅子等 



 

４ 収納保管庫類 印箱、金庫、書類収納庫、戸棚、棚等 

５ 印刷・印字機

器類 

印刷機、複写機、タイプライター等 

６ 書類整理器具

類 

製本機、裁断機等 

７ 事務用器具類 加算機、レジスター、製図器具、黒板、

行事予定板等 

８ 情報処理機器

類 

パソコン、パソコン周辺機器、ワープロ、

電算組織用媒体 

９ 印判類 公印、検査証明印等 

１０ 照明器具類 照明灯、照明装置、電気スタンド、投光

機等 

１１ 厨房器具類 冷蔵庫、調理器具、冷温水器、キッチン、

ガス台、調理台等 

１２ 冷暖房器具

類 

エアコン、暖房機、冷房機、扇風機等（掃

除機を含む。） 

１３ その他庁用

器具類 

掛時計、かさ立て、天幕、ついたて、消

火器、新聞掛、台車、花瓶、暗幕等 

２ 光学電気

機器類 

１ 情報伝達機器

類 

FAX、電話、テレビ、ラジオ、カラオケ、

拡声装置、放送装置、防災行政無線機器

等 

２ 再生機器類 投影機（OHP等）、映写機（スライド映写

機）、ビデオ装置等 

３ 投影機器類 写真機、写真機用器具、撮影機等 

４ 観察・観測用

光学機器 

顕微鏡、特殊鏡、顕微鏡要所器具等 

５ その他光学関

連機器 

現像焼付け用機器、編集用機器、フィル

ム等 

３ 医療衛生 １ 機械機器 酸素吸入機器、血圧計、滅菌消毒器、歯



 

機器 科用機器、眼科用機器、外科用機器 

容器、洗浄用器具、運搬用具、模型、人

工呼吸器、血液検査用機器等 

機能検査機器、身体測定用機器等 

２ その他医療衛

生器具類 

調剤用機器、機能回復訓練機器、防疫機

器等 

４ 土木・測

量・諸機械器

具 

１ 土木機器 下刈機、舗装用機械、チェンソー 

２ 測量用器具 計器用具、製図用具 

３ 諸機械器具 金属加工用機器、電気電子機器、木工用

機器等 

５ 体育用器

具 

１ 体育機械器具 トレーニング用器具、屋外屋内用器具等 

２ 体育用品 屋内屋外用体育用品 

３ 遊具類 屋内屋外用遊具 

６ 音楽用器

具類 

１ 音楽用器具類 ピアノ、オルガン等 

７ 車両 １ 車両   

２ 取得理由の分類 

１ 購入 

２ 寄附 

３ 移管 

４ その他 

３ 滅却理由の分類 

１ 廃棄 

２ 売却 

３ 委託保管 

４ 亡失 

５ 移管 

６ その他 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

様式第１号（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第１２条関係） 

様式第８号（第１２条関係） 

様式第９号（第１３条関係） 

様式第１０号（第１３条関係） 

様式第１１号（第１３条関係） 

様式第１２号（第１４条関係） 

様式第１３号（第１５条関係） 

様式第１４号（第１６条関係） 

様式第１５号（第１６条関係） 

様式第１６号（第１８条関係） 

様式第１７号（第１９条関係） 

様式第１８号（第２０条関係） 

様式第１９号（第２３条関係） 

様式第２０号（第２４条関係） 

様式第２１号（第２６条関係） 

様式第２２号（第２７条関係） 

様式第２３号（第３３条関係） 

 


